
 

組合員名  事業形態 法人事業所・個人事業所 

電話番号      （    ）        月次支援金 申請した実績 有 ・ 無 

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者を対象に、2021年 11月～2022年 3月

のいずれかの月（対象月）の売上が、2018年 11月～2021年 3月の間の任意の同じ月（基

準月）の売上と比較して、50％以上又は 30％以上 50％未満減少した事業所に対し、中小事業

所ですと上限最大 250万円、個人事業者等ですと上限最大 50万円が給付されます。この支援

金は、以前の「持続化給付金」と違い、事前の登録認定機関の確認が必要となります。 

今回、登録認定機関の行政書士が、「事業復活支援金」の概要と申請に必要な書類等の説明を

行います。是非、セミナーへ参加してご自身が該当するかの確認をしてみて下さい。 

尚、このセミナーに参加したからといって、登録認定が済んだ訳ではありません。登録認定の

ご予約はご自身で行うことになります。 


